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じゅうろく暦年贈与信託 「贈与らくちんたく」  取扱開始について 

 

株式会社十六銀行（頭取 村瀬 幸雄、以下「当行」といいます。）は、「資産（４）を

つな（２７）ぐ」「幸せ（４）をつな（２７）ぐ」の語呂合わせから「つなぐ日」とされる

２０２０年４月２７日（月）より、「じゅうろく暦年贈与信託『贈与らくちんたく』」の取扱いを

開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 本商品は、２０１９年５月２８日に、三井住友信託銀行株式会社（取締役社長 橋本 勝、

以下「三井住友信託銀行」といいます。）との間に締結した、相続・資産承継分野における

協働取組に関する覚書に基づく共同開発商品です。２０１９年１０月に取扱いを開始した

協働取組第１弾商品の「じゅうろく遺言代用信託『想族あんしんたく』」は、相続発生時の

円滑な資産承継をサポートする商品でしたが、第２弾の「じゅうろく暦年贈与信託『贈与

らくちんたく』」は、生前の円滑な資産承継（＝生前贈与）をサポートする商品です。 

暦年贈与に関する銀行オリジナル商品を取扱うのは、東海３県の地方銀行で当行が初です。 

今後も当行は、多様化・高度化するお客さまの相続・資産承継ニーズに寄り添い、三井

住友信託銀行はじめ、本分野で高い知見と実績を持つ企業・団体との協業やアライアンスを

通じ、地域Ｎｏ.１の専門性の高い商品・サービスのご提供を目指してまいります。 

記 

１．取扱開始日 

 ２０２０年４月２７日（月） 

２．商品概要    

概 要 

当行にご提出いただいた贈与契約書に基づき、贈与をする方の当行普通預金口座から、あらかじめご指定

いただいた贈与を受ける方の普通預金口座へ贈与契約書の記載金額をご入金する商品です。 

本商品の契約期間中、当行から毎年一定の時期に「贈与契約書」や「贈与手続に関するご案内」を送付

するなど、当行がお客さまの毎年の贈与に関するお手続をサポートします。 

贈 与 をする方 当行に普通預金口座をお持ちの国内居住の個人のお客さま 

贈与を受ける方 
国内居住の個人のお客さま 

※ 原則贈与をする方の３親等内のご親族   ※ 未成年者でも親権者の同意がある場合可能 

契 約 期 間 ５年 ※ 申込日が 12月の場合、申込日の属する年の翌年から５年間 

手 数 料 
申込手数料：贈与を受ける方お一人につき 55,000円（税込） 

期中手数料：無料   ※ 贈与資金の振込手数料もかかりません 

※ 上記以外にも、ご留意いただきたい事項があります。詳細は、パンフレットをご確認ください。 
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３．取扱店舗 

 全営業部店 

 

４．商品のスキーム 

 

 

５．商品の特徴 

 ① ご親族さまへの「生前贈与」に安心してご利用いただけます 

 本商品をご利用いただくことで、暦年課税制度の条件を満たす贈与を簡単に行う

ことができます。 

 原則３親等内のご親族さまへの「生前贈与」にご利用いただけますが、４親等の

いとこや、ＬＧＢＴ等の同性パートナーへの贈与など、家族形態や価値観の多様化

にも対応します（事前審査の結果、お申込みいただけない場合もあります）。 

② 毎年の贈与に関するお手続を当行がサポートします 

 当行から毎年一定の域に「贈与契約書」や「贈与手続に関するご案内」をお送り

しますので、贈与の機会を逸することなく贈与していただけます。 

③ 贈与に関する報告書を送付します 

 報告書には、本商品を利用して贈与された金額や贈与を受けた方を記載しますので、

次回以降の贈与をお考えいただく際にお役立てていただけます。 

 

以 上 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

個 人 営 業 部 （ 本 件 担 当 ） 宮 崎 ＴＥＬ（０５８－２６６－２５２５） 

経営企画部 ブランド戦略室（広報担当） ＴＥＬ（０５８－２６６－２５１２） 



【参考資料①】 商品導入の背景（相続税の基礎控除の縮小） 

 2015 年 1 月の相続税制の改正により、相続税の

基礎控除が 4割縮減 

 結果、下記グラフのとおり、死亡者数は微増の中、

相続税課税件数は、税制改正前後でほぼ倍増

（被相続人全体の 8％が相続税課税の対象に） 

相続税課税件数および死亡者数の推移 

 
（出所：国税庁「平成 30年分 相続税の申告事績の概要」、財務省「相続税の課税状況の推移」） 

 

【参考資料②】 当行のサポート内容 

 本商品ご契約後、当行は毎年 2 月頃、贈与をする方に、

当行所定の贈与契約書を送付します。 

 贈与者・受贈者それぞれの署名・捺印、贈与金額の

ご記入により簡単に贈与契約書が作成できます。 

 当行所定の贈与契約書は複写式の帳票ですので、

贈与者・受贈者それぞれの控えも同時に作成されます。 

 当行は、ご提出いただいた贈与契約書をもとに、ご指定

いただいた贈与者の当行普通預金口座から、受贈者の

当行普通預金口座へ贈与資金の振込手続を実施

します。 

※ 贈与契約書は、贈与される年の 11月末までに当行へご提出ください。 

※ 贈与税の申告が必要な場合、申告や納付は、お客さまご自身で行って

いただきます。 

 

 

 



【参考資料③】 暦年贈与の効果 

本商品をご活用いただき、暦年贈与を実施することで、生前にお客さまのご意向に沿った資産承継が

できるだけでなく、下記例のように、贈与税の非課税枠の利用等により相続税の低減効果が期待できる

ケースもあります。 

  
※ 上記は一例であり、個別の税務のお取扱いについては、所轄の税務署または税理士等にご確認ください。 

 

【参考資料④】 商品名について 

本商品の商品名については、三井住友信託銀行との協働取組第 2 弾商品として、第 1 弾商品との

関連性やシリーズ感を持たせております。 

 
 

【参考資料⑤】 4月 27日「つなぐ日」について 

本商品取扱開始日の4月27日は、「資産(4)をつな(27)ぐ」「幸せ(4)をつな(27)ぐ」の語呂合わせから、

「つなぐ日」と一般社団法人日本記念日協会に認定・登録※されています。 

※ 一般社団法人日本記念日協会および登録申請をした株式会社ローズパートナー（本社：愛知県名古屋市東区）から、当行が

「つなぐ日」の名称を利用した広報活動をすることについて、承諾を得ております。 


